
 

 

 

  

 

介護保険料率の変更に伴い、介護保険第２号被保険者である日雇特例被保険者分の健康保

険印紙の券種の一部が変更されます。「健康保険被保険者手帳」に貼付していただく健康保

険印紙は、平成３１年４月１日以降は新しい健康保険印紙をご使用ください。 

なお、旧健康保険印紙は、平成３１年３月３１日までの販売となります。 

 

   

…平成３１年４月１日から変更となる部分 

 

※ 今回変更となる健康保険印紙は、介護保険第２号被保険者である日雇特例被保険者分の

みです。これ以外の健康保険印紙は従来どおりです。 
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健康保険料（介護保険料）が平成３１年４月１日から、 

変更となります。 

 

 

健康保険法第３条第２項被保険者 

を雇用される事業主の皆様へ 

 

 

旧健康保険印紙は平成３１年４月１日以降使用できませんので、平成３１年４月１日から

平成３１年９月３０日までに、健康保険印紙を販売する郵便局で買い戻しの請求を行ってく

ださい。（この期限を過ぎた場合、買い戻しの請求に応じることができませんので、買い戻

しの請求は忘れずに行ってください。） 

 なお、今回の変更にともなう旧健康保険印紙の買い戻しの請求は、年金事務所長の確認は

必要ありません。 

旧健康保険印紙の買い戻しについて 

 

 

〈新しい保険料額表〉 
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